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岩手県立南昌みらい高等学校体育館新築工事設計業務簡易公募型プロポーザル 

技術提案書等評価要領 

 

１ 設計者の選定方法 

(1) 設計者の選定は、本要領に基づき第一次審査及び第二次審査を行い、設計者選定委員会に

おいて、委員の協議により最優秀の者を１者特定する。 

(2) 第一次審査における評価は、参加表明書の内容に基づく定量的評価（技術提案書提出者の

能力、配置予定技術者の能力）の評価点より行う。なお、評価点の高いものから上位５者程

度を第二次審査の対象者（技術提案書の提出者）として選定する。 

(3) 第二次審査における評価は、技術提案書の内容及びヒアリングに基づく定性的評価（業務

実施方針及び手法）による評価点に第一次審査の評価点を合わせた合計点数により行う。な

お、定性的評価は、評価項目ごとに委員が評価を行い、設計者選定委員会の評価は、各委員

の評価点の平均とする。 

 

２ 第一次審査（定量的評価） 

提出された参加表明書をもとに以下の項目を評価する。 

評価項目 評価の着眼点 評価ｳｪｲﾄ 

 判断基準  小計 

技術提案

書提出者

の能力 

同種業務の

実績 

平成 27年４月１日以降に履行を完了し

た同種業務実績の内容等により評価す

る。 

同種用途実績 5.0 10 

ZEB 実績 5.0 

配置予定

技術者の

能力 

資格及び経

験 

各分担業務分野における技術者の資格

の内容により評価する。 

主任担

当技術

者 

総合 2.0 5 

構造 1.0 

電気 1.0 

機械 1.0 

技術者資格取得後の年数（又はＣＰＤ

取得単位数※）により評価する。 

 

※ＣＰＤ取得単位数は、主任担当技術者のみ対象 

管理技術者 1.0 3 

主任担

当技術

者 

総合 0.5 

構造 0.5 

電気 0.5 

機械 0.5 

同種業務の

実績 

平成 27年４月１日以降に履行を完了し

た同種業務実績の内容等により評価す

る。 

管理技術者 4.0 10 

主任担

当技術

者 

総合 3.0 

構造 1.0 

電気 1.0 

機械 1.0 

委託業務成

績 

岩手県が発注した設計委託業務で、管

理技術者として従事し、平成 27 年４月

１日以降に履行を完了した業務の最高

評定点により評価する。 

管理技術者 2.0 2 

合計  30 
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(1) 技術提案書提出者の能力 

   同種業務の実績 

    企業において、平成 27年４月１日以降に履行を完了した新築、改築又は増築工事に係る

設計業務（基本設計及び実施設計）の実績について、次の(ｱ)及び(ｲ)からそれぞれ１件ず

つ（計２件）を評価する。 

   (ｱ) 評価対象① 

施設区分等【同種用途】 実績内容 評価点 

体育館 

又はこれに類する運動施設 

（学校の体育館等を含む。） 

延床面積 1,500 ㎡以上 5.0 

延床面積 1,000 ㎡以上 1,500 ㎡未満 4.0 

延床面積 500 ㎡以上 1,000㎡未満 3.0 

学校（上記以外の施設） 延床面積 1,000 ㎡以上 2.0 

(ｲ) 評価対象② 

施設区分等【ZEB】 実績内容 評価点 

ZEB Ready 相当以上の建築物 

（用途の指定なし） 

延床面積 1,500 ㎡以上 5.0 

延床面積 1,000 ㎡以上 1,500 ㎡未満 4.0 

延床面積 500 ㎡以上 1,000㎡未満 3.0 

 

注１）評価対象①及び②は、同一の建築物でも可とする。 

注２）共同企業体による参加の場合には、いずれの構成員の実績も評価対象として認める。 

注３）仮設建築物は除く。 

注４）実績は１棟当りの面積とし、増築の場合は増築部分の面積とする。 

注５）評価対象①において、学校の校舎等と一体的な「体育館」等の場合は、体育館等部分のみの面

積を評価対象とする。 

注６）元請としての実績に限る。また、共同企業体の構成員として実施した業務については、出資比

率が 20％以上の場合のものに限るものとし、その延床面積にあっては、その業務の延床面積に代表

者の出資比率に対する当該者の出資比率の割合を乗じて得られた面積をもって業務の実績とする。 
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(2) 配置予定技術者の能力 

  ア 資格 

    各分担業務分野の主任担当技術者が保有する技術者資格について、次により評価する。 

分担業務分野 評価する技術者資格 評価点 

総合 一級建築士 2.0 

二級建築士 0.4 

構造 構造設計一級建築士 1.0 

一級建築士 0.8 

電気 設備設計一級建築士 1.0 

一級建築士、建築設備士、技術士（電気電子部門） 0.8 

一級電気工事施工管理技士 0.4 

二級電気工事施工管理技士 0.2 

機械 設備設計一級建築士 1.0 

一級建築士、建築設備士、技術士（衛生工学部門・機械部門） 0.8 

一級管工事施工管理技士 0.4 

二級管工事施工管理技士 0.2 

注）構造、電気又は機械分野の主任担当技術者が他の分野の主任担当技術者を兼任する場合は、当該

技術者１名（重複評価はしない。）について評価する。 

 

イ 経験年数（ＣＰＤ取得単位数） 

  管理技術者の一級建築士取得後の年数、及び各主任担当技術者における技術者資格取得

後の年数（又はＣＰＤ取得単位数）について、それぞれ次により評価する。 

      管理技術者の評価           主任担当技術者の評価 

一級建築士取得後の年数 評価点  アで評価する資格取得後の年数 

又はＣＰＤ取得単位数 

評価点 

23 年以上 1.0 資格取得後 13 年以上 

又はＣＰＤ取得 12 単位以上 

0.5 

18 年以上 23 年未満 0.8 資格取得後８年以上 13 年未満 

又はＣＰＤ取得６単位以上 12単位未満 

0.4 

13 年以上 18 年未満 0.6 資格取得後５年以上８年未満 

又はＣＰＤ取得３単位以上６単位未満 

0.3 

８年以上 13 年未満 0.4 資格取得後３年以上５年未満 

又はＣＰＤ取得１単位以上３単位未満 

0.2 

８年未満 0 資格取得後３年未満 

かつＣＰＤ取得単位なし 

0 

注１）参加表明書の提出期限の日現在の経験年数で評価する。 

注２）構造、電気又は機械分野の主任担当技術者が他の分野の主任担当技術者を兼任する場合は、当

該技術者１名（重複評価はしない。）について評価する。 

注３）構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士については、一級建築士取得後の年数とする。 

注４）ＣＰＤ取得単位の条件は、以下のとおりとする。 

       ① 次のいずれかにより発行されたＣＰＤ実績証明書の写しの提出が可能なもの。 

        ・ 建築ＣＰＤ運営会議による「建築ＣＰＤ情報提供制度」 

        ・ 「建築士会ＣＰＤ制度」（ただし、建築ＣＰＤ情報提供制度認定のプログラムに限り、その

旨が記載されている証明書とする。） 

  ② 本プロポーザルの公告日の概ね２ヶ月前の日から過去１年間における取得単位の合計値とす

る。 
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ウ 同種業務の実績 

 管理技術者及び各主任担当技術者において、平成 27年４月１日以降に履行を完了した新

築、改築又は増築工事に係る設計業務（基本設計及び実施設計）の実績（１件／技術者）

について、以下により評価する。 

＜評価点の算出方法＞ 

実績ごとに(ｱ)×(ｲ)を算出し、これに次の配点を乗じた値（小数点第３位を四捨五入す

る。）を当該実績の評価点とする。 

区分 配点 

管理技術者 4.0 

主任担当技術者 総合 3.0 

構造 1.0 

電気 1.0 

機械 1.0 

(ｱ) 実績業務 

施設区分等 実績内容 乗率 

体育館 

又はこれに類する運動施設 

（学校の体育館等を含む。） 

延床面積 1,500 ㎡以上 1.0 

延床面積 1,000 ㎡以上 1,500 ㎡未満 0.8 

延床面積 500 ㎡以上 1,000㎡未満 0.6 

学校（上記以外の施設） 延床面積 1,000 ㎡以上 0.4 

注１）仮設建築物は除く。 

注２）実績は１棟当りの面積とし、増築の場合は増築部分の面積とする。 

注３）学校の校舎等と一体的な「体育館」等の場合は、体育館等部分のみの面積を評価対象とする。 

(ｲ) 携わった立場 

本業務での立場 

過去の実績での立場 

管理技術者の 

実績評価の乗率 

主任担当技術者の 

実績評価の乗率 

管理技術者又はこれに準ずる立場 1.0 1.0 

主任担当技術者又はこれに準ずる立場 0.6 1.0（＊） 

担当技術者の立場 0.3 0.6（＊） 

＊ 当該実績の分担業務分野が本業務での分担業務分野と同じ場合に限る。 

 

エ 委託業務成績 

  管理技術者が過去に携わった岩手県の発注による設計委託業務のうち、管理技術者とし

て従事し、平成 27年４月１日以降に履行を完了した業務における業務成績の最高評定点に

ついて、下表により評価する。 

業務成績評定点 評価点 

85 点以上 2.0 

80 点以上 85 点未満 1.5 

75 点以上 80 点未満 1.0 

70 点以上 75 点未満 0.5 

70 点未満又は実績なし 0 
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３ 第二次審査（定性的評価及び価格評価） 

  提出された技術提案書等をもとに以下の項目を評価する。 

評価項目 評価の着眼点 評価ｳｪｲﾄ 

 判断基準  小計 

第一次審査による評価 上記２による。 30.0 30 

業務実施

方針及び

手法 

（評価に当

たっては技

術提案書の

内容及びヒ

アリングの

結果により

総合的に判

断する。） 

業務の理解

度及び取組

意欲 

業務内容、業務背景、手続の理解度が高く、積極性が見

られる場合に優位に評価する。 

8.0 70 

業務の実施

方針 

業務への取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設

計上の配慮事項、業務工程計画等について（ただし、評

価テーマに対する内容を除く。）、的確性、独創性、実現

性等を総合的に評価する。 

12.0 

評価テーマ

に対する技

術提案 

テーマ①：「機能的で利用しやすい体育館とするための計

画上の考え方」についての提案に対し、その的確性（与

条件との整合性が取れているか等）、独創性（工学的知見

に基づく独創的な提案がされているか等）、実現性（提案

内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案と

なっているか等）を考慮して総合的に評価する。 

20.0 

テーマ②：「環境にやさしい施設とするための計画上の考

え方」についての提案に対し、同上 

15.0 

テーマ③：「経済性に優れた施設とするための計画上の考

え方」についての提案に対し、同上 

15.0 

合計  100 

 ※ 評価テーマの詳細は、「技術提案書等作成要領」に記載 

 

 

 

 

評価点は、下表による各委員の評価の平均値に上表の評価ウェイトを乗じて算出する（小数

点第３位を四捨五入する。）。 

評価の着眼点 評価事項 各委員の評価 

1.0 0.8 0.6 0.4 0 

業務の理解度及び

取組意欲 

上表の判断基準に

よる。 

極めて 

良好 

良好 普通 やや 

不十分 

不十分 

業務の実施方針 同上 極めて 

高い 

高い 普通 やや 

低い 

低い 

評価テーマに対す

る技術提案 

同上 極めて 

高い 

高い 普通 やや 

低い 

低い 

 


